
 

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

附
帯
決
議 

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日 
 

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

 

一
、
全
て
の
子
供
た
ち
の
可
能
性
を
引
き
出
す
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
子
供
た

ち
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
指
導
体
制
と
安
全
・
安
心
な
教
育
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
政
府
は
、
高
等
学

校
を
含
め
更
な
る
学
校
の
望
ま
し
い
指
導
体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
三
十
五
人
学
級
を
義
務
教
育
の
最
終
形

と
は
せ
ず
、
「
乗
ず
る
数
」
の
在
り
方
や
、
小
中
学
校
の
一
層
の
少
人
数
学
級
化
を
含
め
た
検
討
を
行
い
、
子
供
た
ち
一
人

一
人
に
一
層
き
め
細
か
い
教
育
が
届
け
ら
れ
る
体
制
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。 

 

二
、
中
学
校
三
年
生
ま
で
の
段
階
的
な
三
十
五
人
学
級
編
制
は
、
必
要
な
加
配
定
数
を
削
減
す
る
こ
と
な
く
、
安
定
的
な
財
源

に
よ
っ
て
措
置
す
る
こ
と
。
特
に
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
三
十
五
人
を
下
回
る
少
人
数
学
級
や
チ
ー
ム
・

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
等
の
少
人
数
指
導
、
い
じ
め
・
不
登
校
等
に
係
る
指
導
、
専
科
配
置
な
ど
の
加
配
定
数
は
、
教
育
環
境
の
改

善
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
必
要
な
教
職
員
定
数
を
引
き
続
き
確
保
す
る
と
と
も
に
、
更
な
る
配
置

充
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三
、
新
た
な
「
定
数
改
善
計
画
」
後
の
令
和
十
一
年
度
以
降
に
お
い
て
も
、
政
府
は
、
出
生
数
を
鑑
み
、
教
育
現
場
に
お
け
る
、

い
じ
め
・
不
登
校
、
特
別
支
援
教
育
、
日
本
語
指
導
等
の
多
様
な
課
題
の
推
移
を
考
慮
し
、
長
期
的
な
計
画
を
定
め
、
「
令

和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
を
担
う
教
職
員
の
質
と
量
を
確
保
す
る
策
を
講
ず
る
こ
と
。 



 

四
、
本
法
に
よ
る
養
護
教
諭
と
事
務
職
員
の
基
礎
定
数
の
改
善
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
職
の
既
存
の
加
配
定
数
が
減
少
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
措
置
す
る
と
と
も
に
、
更
な
る
配
置
充
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
に
含
ま
れ
て
い
な
い
栄

養
教
諭
に
つ
い
て
も
、
配
置
基
準
の
引
下
げ
を
含
め
、
そ
の
配
置
充
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五
、
一
人
職
で
あ
る
こ
と
の
多
い
養
護
教
諭
や
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
孤
立
を
防
ぎ
専
門
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
複
数
配
置

や
共
同
学
校
事
務
室
の
仕
組
み
を
最
大
限
活
用
し
、
実
践
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
や
指
導
・
助
言
を
通
じ
た
効
果
的
な
育
成
・

研
修
体
制
の
構
築
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

六
、
多
様
な
児
童
生
徒
へ
の
多
角
的
な
指
導
の
実
現
や
、
教
職
員
の
孤
立
防
止
及
び
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
教
職
員
の
働
き

方
改
革
の
加
速
化
、
教
職
員
に
よ
る
性
暴
力
等
の
防
止
の
観
点
か
ら
、
特
定
の
教
員
が
一
人
で
学
級
経
営
を
担
う
体
制
を
見

直
し
、
い
わ
ゆ
る
「
チ
ー
ム
担
任
制
」
の
導
入
を
含
め
、
複
数
の
教
職
員
が
協
働
し
て
学
級
・
学
年
を
支
援
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
指
導
・
運
営
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
に
必
要
な
教
職
員
定
数
の
更
な
る
加
配
や
、
学
年
全
体
を

俯
瞰
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
の
配
置
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
「
チ
ー
ム
担
任
制
」
を
導
入
し
、
複
数
の

教
員
で
学
級
担
任
業
務
を
分
担
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
教
員
の
業
務
負
担
の
実
態
を
踏
ま
え
、
学
級
担
任
手
当
が
適
切
に

支
給
さ
れ
る
よ
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
促
す
こ
と
。 

 

七
、
意
欲
と
情
熱
を
も
っ
て
教
育
に
取
り
組
む
優
れ
た
教
員
を
確
保
す
る
た
め
、
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義

務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
処
遇
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
教

職
員
給
与
費
に
係
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
及
び
地
方
交
付
税
の
財
源
確
保
を
確
実
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
学
校
に
お
け

る
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
教
育
職
員
の
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 



 

八
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
資
す
る
た
め
、
教
材
研
究
や
授
業
準
備
等
に
支
障
の
な
い
よ
う
教
員
の
定
数
増
及
び
教
育

課
程
の
弾
力
的
運
用
を
含
む
検
討
を
行
い
、
教
員
の
持
ち
授
業
時
数
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
学
校
事
務
体
制
の
機
能

強
化
に
向
け
、
共
同
学
校
事
務
室
へ
の
加
配
の
拡
充
を
行
う
な
ど
事
務
職
員
の
配
置
を
充
実
さ
せ
、
共
同
学
校
事
務
室
の
設

置
促
進
を
図
る
こ
と
。 

 

九
、
教
員
が
教
員
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
業
務
に
専
念
で
き
る
環
境
整
備
を
加
速
す
る
た
め
、
「
学
校
と
教
師
の
業
務
の
三
分

類
」
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
政
府
は
保
護
者
や
地
域
に
対
し
て
理
解
を
促
す
広
報
や
発
信
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
教
員
業

務
支
援
員
等
の
学
校
を
支
え
る
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
充
実
、
不
当
な
要
求
等
を
行
う
保
護
者
等
へ
の
対
応
に
係
る
支
援
、
部
活

動
の
地
域
展
開
等
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
援
助
等
に
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

取
組
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。 

 

十
、
質
の
高
い
教
員
の
確
保
に
向
け
て
幅
広
く
人
材
を
活
用
す
る
た
め
に
、
多
様
な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
社
会
人
が
働
き

な
が
ら
教
員
免
許
状
を
取
得
す
る
こ
と
や
教
員
免
許
状
保
有
者
が
学
び
直
し
を
経
て
学
校
現
場
で
働
く
こ
と
等
を
支
援
す
る

な
ど
、
専
門
性
の
高
い
民
間
人
材
が
教
育
現
場
に
参
画
し
や
す
い
制
度
の
整
備
と
環
境
づ
く
り
へ
向
け
て
、
教
育
職
員
免
許

法
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
含
む
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
及
び
教
育

委
員
会
は
、
教
員
不
足
の
実
態
を
踏
ま
え
、
産
育
休
取
得
者
や
病
休
者
の
増
加
、
合
理
的
配
慮
を
要
す
る
児
童
生
徒
の
急
増

に
伴
う
教
員
の
確
保
難
な
ど
、
構
造
的
要
因
も
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
解
消
を
図
る
た
め
の
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

十
一
、
多
様
で
質
の
高
い
教
員
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
教
職
に
就
い
た
者
が
在
学
中
に
貸
与
を
受
け
た
奨
学
金
の

返
還
免
除
制
度
に
つ
い
て
、
大
学
院
段
階
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
部
段
階
に
お
い
て
も
早
急
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

十
二
、
本
法
に
よ
り
計
画
的
な
教
職
員
定
数
の
改
善
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
必
要
な
教
職



 

員
を
見
通
し
を
も
っ
て
採
用
・
配
置
し
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
、
非
正
規
教
職
員
が
増
加
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
正
規
教
職
員
を
計
画
的
・
安
定
的
に
採
用
・
配
置
す
る
よ
う
促
す
こ
と
。 

 

十
三
、
「
チ
ー
ム
学
校
」
の
一
員
で
あ
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
の
専
門
職
員
を
よ

り
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
配
置
の
一
層
の
拡
充
や
働
き
や
す
い
環
境
の
整
備
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
専
門
職

員
を
含
む
学
校
現
場
全
体
の
校
務
Ｄ
Ｘ
・
業
務
効
率
化
を
推
進
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
地
方
公
共
団
体
間
に
お
け
る
格
差
が

生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


